
技 術 管 理 課

令和６年度土木部専門研修

建設労働災害の防止について

資料１
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本講義で伝えたいこと

１ 土木部所管事業の労働災害等【資料１】

・事務所別、事故分類別の発生状況

・熱中症対策

２ 発注者が負う責任 【資料１】

・発注者の法的な責任等(事例をとおして)

３ 福島県建設工事安全対策要綱【資料２】

・とても大事な要綱で、発注者自らが講じるべき安全対策を

明確にしたものです。実務で実施してください。

４ 安全管理の留意点と職責に応じた役割【資料３】

・職層に応じた役割が記載されています。

実務で活用してください。
desknet‘s NEO/文書管理/企画技術総室/技術管理課/03_労働災害防止関
係/福島県建設工事安全対策要綱/
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①事務所別 令和６年３月末時点（単位：件）

４～６月
①

７～９月
②

10～12月

③
1～3月

④

合計
⑤

（①＋②＋③
＋④）

４～６月
⑥

７～９月
⑦

10～12月

⑧
1～3月

⑨

合計
⑩

（⑥＋⑦＋⑧
＋⑨）

県北建設事務所 3 6 3 4 16 10% 3 16 4 10 33 21% ▲ 17 47

県中建設事務所 4 9 9 7 29 19% 5 6 7 9 27 17% 2 21

県南建設事務所 5 1 2 8 5% 1 8 4 1 14 9% ▲ 6 13

会津若松建設事務所 3 7 6 16 10% 5 11 3 1 20 13% ▲ 4 15

喜多方建設事務所 10 2 3 15 10% 1 2 1 4 3% 11 9

南会津建設事務所 2 1 4 5 12 8% 4 2 2 8 5% 4 13

相双建設事務所 1 6 2 5 14 9% 3 5 3 11 7% 3 18

富岡土木事務所 3 1 4 3% 1 1 1 3 2% 1 10

いわき建設事務所 5 9 5 6 25 16% 2 5 12 9 28 18% ▲ 3 35

相馬港湾建設事務所 1 5 0 2 8 5% 1 1 4 6 4% 2 1

小名浜港湾建設事務所 2 1 3 2% 2 2 4 3% ▲ 1 3

福島空港事務所 0 0% 0 0% 0 0

県北流域下水道建設事務所 0 0% 0 0% 0 5

県中流域下水道建設事務所 0 0% 0 0% 0 0

営繕課 3 1 1 5 3% 1 1 2 1% 3 6

建築住宅課 0 0% 0 0% 0 0

まちづくり推進課 0 0% 0 0% 0 1

計 19 64 36 36 155 100% 27 59 37 37 160 100% ▲ 5 197

※（）は死亡事故。

【参考】
増減

⑤－⑩

参考
R３

事務所

R５

R５
構成比

R４

R４
構成比

（１）

（１）

（１） （１）

（１） （2）

（１） （１）

（１）

（１）

（１） （２）

（１）

（１）

（１）（１）

（１）

　　（）は死亡事故

令和３～５年度 土木部所管事業の労働災害等発生状況

（令和６年３月末時点）

・全体では、R3の197件をピークに減少傾向。各事務所とも減少傾向。
・事故が多い時期は、第二四半期がもっとも多い傾向。
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１ 土木部所管事業の労働災害等【資料１】

②分類別 （単位：件）

４～６月
①

７～９月
②

10～12月

③
1～3月

④

合計
⑤

（①＋②＋③
＋④）

４～６月
⑥

７～９月
⑦

10～12月

⑧
1～3月

⑨

合計
⑩

（⑥＋⑦＋⑧
＋⑨）

1 7 1 2 11 7% 3 5 2 4 14 9% ▲ 3 12

1 4 1 1 7 5% 1 5 2 4 12 8% ▲ 5 14

1 1 2 1% 1 1 1% 1 1

1 1 1 3 2% 3 1 4 3% ▲ 1 3

1 1 1% 2 2 1% ▲ 1 5

1 1 1% 2 2 4 3% ▲ 3 11

2 1 4 7 5% 5 2 4 11 7% ▲ 4 20

26 4 2 32 21% 5 21 3 1 30 19% 2 26

　うち熱中症 15 15 10% 5 14 19 12% ▲ 4 12

2 41 10 11 64 41% 14 38 10 16 78 49% ▲ 14 92

4 4 3% 1 1 4 2 8 5% ▲ 4 7

2 3 3 8 5% 0 0% 8 2

3 1 3 3 10 6% 5 10 8 2 25 16% ▲ 15 31

2 2 5 4 13 8% 4 2 4 6 16 10% ▲ 3 19

1 8 8 5 22 14% 2 6 3 10 21 13% 1 25

6 13 19 19 57 37% 12 19 19 20 70 44% ▲ 13 84

労働災害、公衆災害　合計 8 54 29 30 121 78% 26 57 29 36 148 93% ▲ 27 176

交通事故 8 9 7 4 28 18% 2 7 1 10 6% 18 15

施工 0 0% 0 0% 0 4

その他（盗難を除く） 3 1 2 6 4% 1 1 2 1% 4 2

合計 19 64 36 36 155 100% 27 59 37 37 160 100% ▲ 5 197

※（）は死亡事故。

公衆災害

工事現場の路面管理

仮設物

上空障害物に係る事故

埋設物

その他

小計

労働災害

転落・墜落

転倒

激突

飛来・落下

崩壊・倒壊

激突され

挟まれ・巻き込まれ

その他

小計

分類

R５

R５
構成比

R４

R４
構成比

【参考】
増減

⑤－⑩

参考
R３細分類

（１）

（１）

（１）

（１）

（１）

（１） （２）

（１） （２）

（１） （２）

（１）

（１）

（１）

（１）

（１）

（１） （２）

（１） （２）

（１） （２）

（２）

（２）

（２）

（１） （２）

（１）

（１）

（１）

・労働災害は、14件減少。転落・墜落事故が重大事故(死亡)になっている。
・公衆災害は、13件減少。交通事故が最も多く、埋設物事故や上空障害は減少傾向であるがまだまだ多い。
・交通事故が年々増加している。

（令和６年３月末時点）
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令和３～５年度 土木部所管事業の労働災害等発生状況



R6.3.6 福島民友

R6.3.5発生の死亡事故
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R6.3.6福島民報

労働災害・公衆災害アラート 令和６年３月８日

今年度２件目の死亡事故が発生！

建物の耐震化工事に従事していた下請作業員が、高所で
の作業中に足場から転落し、死亡する事故が発生しました。

(1) 労働安全衛生法令では、２ｍ以上の高所作業を行う場合には、作業床等
の設置や作業員の墜落制止用器具（安全帯）の着用など、墜落防止措置の
実施が義務付けられております。

労働災害を発生させないためにも、必ず関係法令や現場でのルール等の
遵守をお願いします。

(2) 尊い生命が失われることのないよう、再度、工事等に関わる全ての関係
者へ、労働災害撲滅に向けた取組を徹底するようお願いします。

概要
・ 被災者が高さ５．４ｍの足場に上がり天井材の撤去作業中に、足場の産廃排

出用の開口部から落下した。
・ 被災者はヘルメットを着用していたが、墜落制止用器具（安全帯）を着用し

ていなかった。



R4.9.10福島民報29面 R4.9.10福島民友27面

R4.9.9発生の死亡事故
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土木部所管事業において、令和４年９月１日～７日の期間に公衆災害
（上空障害物に係る事故）が４件発生。

労働災害・公衆災害アラート 令和4年9月12日

死亡事故が発生！

河川堤防の舗装工事現場で、作業終了後の片付作業中、搭乗式コンバ
インドローラを運転していたところ、誤って河川内に転落し、運転手
が死亡。

◎安全確保が何より最優先されるべきであり、尊い生命が失われることの
ないよう、改めて事業者及び関係者へ労働災害撲滅に向けた取組の徹底
をお願いします。

◎上空障害物は、目で確認できるものであり、予防等の対策で事故を無く
すことができますので、改めて現場を確認し、対策の取組をお願いします。

上空障害物に係る事故が多発！
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事務所好事例紹介（架空線等の上空障害物対策）
①いわき建設事務所（令和３年９月

１３日付け３企技第７５０号）

②相双建設事務所（令和３年９月２１日
付け３企技第７８１号）

9

熱中症対策

 熱中症は５月～９月に発生。
 R4は、6月から多く発生し、計19件の熱中症が発生（過去最高）
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熱中症対策

http://www.wbgt.env.go.jp/
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・ 熱中症対策に関する現場管理費補正試行要領【資料４】

・ 熱中症予防情報サイト【環境省ホームページ】

事故事例集の活用
desknet's NEO/文書管理/企画技術総室/技術管理課
/03_労働災害防止関係/事故等の事例集/
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事故事例集の活用
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工事監理の目的

工事監理 現場管理

予算管理

工程管理

出来形管理

施工法管理

品質管理

施工管理

機材管理

環境管理

労務管理

安全管理

１．工期の厳守（工程管理）
２．経済性の確保（予算管理）
３．工事現場の環境保全及び安全性の向上（現場管理）
４．材料及び出来形の品質の均一性の確保（施工管理）

14

２ 発注者が担う責任



安全管理に係わる法令・規則

労働安全衛生法 労働安全
衛生法施行令

労 働 安 全 衛 生 規 則

ゴ ン ド ラ 安 全 規 則

ク レ ー ン 等 安 全 規 則

ボイラー及び圧力容器安全規則

高 気 圧 作 業 安 全 衛 生 規 則

酸 素 欠 乏 症 等 防 止 規 則

有 機 溶 剤 中 毒 防 止 規 則

粉 じ ん 障 害 防 止 規 則

じん肺+3法 じん肺法施行規則

労働基準法

日本国憲法（第２７条） （すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。）
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安全管理に係わる基準

公共工事の発注における
工事安全対策要綱

【建設省技術審議官通達】
平成4年7月1日付け技調発第165号

建設工事公衆災害防止対策要綱【事務次官通達】
（平成5年1月12日付け建設省経建発第１号）

改正 令和元年 国土交通省告示 第496号令和元年9月2日

玉掛け作業の安全に係るガイドライン【労働基準局長通達】
（平成12年2月24日付け基発第９６号）

交通労働災害防止のためのガイドライン【労働基準局長通達】
（平成20年4月3日付け基発第０４０３００１号）

改正 平成30年6月1日

土木工事安全施工技術指針【大臣官房技術審議官通達】

（平成13年3月29日け建設省技調発第７７号の２）
改正 国土交通省告示 第271号令和4年2月18日

建設工事に伴う騒音振動対策技術指針
【大臣官房技術参事官通達】

（昭和62年3月30日付け建設省経機発第５８号の２）

建設機械施工安全技術指針【建設機械課長通達】
（平成17年3月31日付け国官技発第３０３号）

安全衛生規則

クレーン則

①除染等業務に従事する労
働者の放射線障害防止の
ためのガイドライン

②特定線量下業務に従事す
る労働者の放射線障害防
止のためのガイドライン

16

３ 福島県建設工事安全対策要綱【資料２】



安全管理の目的

建設工事において、労働安全衛生法等の法令・規

則に加え、建設工事公衆災害防止対策要綱及び土木工

事安全施工技術指針を準拠することにより、直接作業

に従事する労働者の「労働災害」を防止するのみなら

ず、現場周辺の住民及び住宅並びに一般通行人等に対

する「公衆災害」を含めた災害を防止することを目的

としている。

17

労働安全衛生法で六月以下の懲役に該当する主なもの

第21条：事業者は、掘削（～略～）等の業務における作業方法

から生じる危険を防止するため必要な措置を講じなけ

ればならない。

第23条：事業者は、労働者を（～略～）健康、風気及び生命の

保持のために必要な措置を講じなければならない。

第24条：事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を

防止するため必要な措置を講じなければならない。

第25条：事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるとき

は、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避

させる等必要な措置を講じなければならない。

18



安全管理の目的

※「労働災害」と「公衆災害」の防止

労働災害：労働者の就業にかかる建設物、設備、原材

料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作

業行動その他業務に起因して、労働者が負

傷し、疾病にかかり、又は死亡することを

いう。（労働安全衛生法 第二条）

公衆災害：当該工事の関係者以外の第三者（公衆）に

対する生命、身体及び財産に関する危害並

びに迷惑（建設工事公衆災害防止対策要綱 第１）

19

発注者の安全管理に係る権限の根拠

１．災害防止のための措置（福島県工事請負約款 第26条第3項）

監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認め
るときは、乙に対して、臨機の措置をとることを請求することが
できる。

２．関連工事の調整（福島県工事請負約款 第2条）

甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係わる第三者の施工す
る他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があると
きは、その施工につき、調整を行うものとする。～ 略 ～

３．適正工期の確保（労働安全衛生法 第3条第3項）

建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、

工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれの

ある条件を附さないように配慮しなければならない。
20



労働災害の発生により担当課長が書類送検された事例

本宮市発注の建設労働災害事故

○労働災害事故の概要（福島民
報）

平成25年9月19日午後1時40分頃、

本宮市荒井の道路工事現場で、農業

用水が流れる管の補強工事のために

掘った地面の壁面の土砂が崩れ、作

業員２名が生き埋めになり、その後

搬送先の病院で死亡した。
○労働災害事故の状況（福島民報）

農業用水を流す管の土台をコンク

リートで補強する作業のため地上か

ら約３ｍの深さまで地面を掘ってい

たが、突然、壁面の土砂が崩れた。21

郡山北警察署の動き（新聞報道による）

○本宮市役所の家宅捜査
郡山北警察署は平成26年3月4日午前10時頃から署員約20人が

約2時間にわたり本宮市役所を捜索、工事に関わる資料を押収し
た。請負会社に対する監督責任や安全管理に問題が無かったか
などを詳しく調べている。

○本宮市課長ら８人書類送検
業務致死容疑 警察「危険予測できた」

送検された市職員は産業部担当課長と建設課監督員。監督員は
事故前に現場を視察し、担当課長はその内容の報告を受け、業者
を指導する立場にあった。郡山北警察署は関係資料なども分析し
安全上の注意や指導を怠ったとして、二人の刑事責任を問えると
判断した。 22



１ 設計図書（図面）と違った施工をしていることを監
督員は認識していた。

２ 監督員はヒューム管の確認はしたが床堀完了後の
確認はしなかった主張しているが、現場監督経験が
200回を超えるベテラン監督員が何度も現場に行っ

て危険を予知できなかったとは考えにくい。

３ 監督員は大雨後の状況を確認するため事故発生当日
に現場に行っている。

４ ２名が死亡した重大事故において監督員の過失が
ゼロとは考えにくい。

警察が監督員に過失があったとする根拠

23

担当課長も書類送検された理由

監督員の現場立会い結果が書類で報告されている。
何も気づかず、何の指示もしなかったことに過失が

あったと判断された。

○刑法第211条第1項（業務上過失致死傷罪）

業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた
者は５年以下の懲役若しくは禁錮又は１００万円以下
の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者
も同様とする。

24



発注者の監督権限の法的根拠
１．地方自治法（第２３４条の２）

契約の適正な履行を確保するため又は、その受ける
給付の完了の確認に必要な監督・検査義務を規定

２．公共工事の品質確保の促進に関する法律

：「公共工事品確法」（第７条）

発注者の責務である「発注関係事務」の一環として、
公共工事の品質が確保されるよう工事等の監督及び検
査並びに工事等の実施中及び完了時の施工状況又は調
査等の状況の確認及び評価その他の事務を規定

25

労働災害事故が発生した場合
様式は、土木部ＤＢ＞企画技術総室＞土木企画課（防災担当）

26



労働災害事故が発生した場合

【速報】 【詳報】

事故発生後３日以内に
提出する

となっているが、口頭
で良いので、程度に関
係なく、主務課には、
速やかに報告！

勝手に判断しない！

事故発生後１０日以内に提出する

①死亡事故

②医師の診断：全治１か月以上

:入院２週間以上

③公衆損害事故（物的損害額）

：５０万円以上

様式は「入札監理課」のＨＰに掲載

※入札参加資格制限の審査対象
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４ 安全管理の留意点と職責に応じた役割【資料３】



技術力を磨くことが身を守る

いかなる場合でも、

発注者(監督員)としての責任は逃れられない

■発注者支援技術者制度やＣＭ方式を採用しても、地方自治
法に定められた監督・検査権の一部を委任するもので、最
終的な責任は発注者が負う。

■引き受け（竣工検査）後は、構造物の瑕疵に起因する損害
賠償や住民訴訟など、全ての公物管理・支出に係わる一次
的な責任を発注者（監督員）が負う。

◎瑕疵を未然に防ぐための現場監督能力
◎長期的な影響を判断できる結果予見能力
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労働災害防止対策のために
発注者として何をすべきか

①「知識」を身に付ける
・福島県工事請負契約約款
・福島県共通仕様書（土木工事編）
・福島県建設工事安全対策要綱
・労働安全衛生法
・労働安全衛生規則
・土木工事安全施工技術指針
・建設工事公衆災害防止対策要綱

②「施工計画書」の記載内容が理解できない場合は受理しない
（共通仕様書：監督員がその他の項目について補足を求めた場合は追記すること）

③「活きた現場」に行って目を鍛える（数多くの現場に足を運ぶこと）

④「施工者」との信頼関係の構築（より良い社会資本を一緒に造る意識）
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